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第３１回軽米町議会臨時会令和４年度軽米町一般会計補正予算等審査特別委員会  

 

令和 ４年 ７月 ６日（水） 

午前１０時４３分  開 会  

 

議 事 日 程 

 議案第 １号 損害賠償請求事件に係る訴えの提起に関し議決を求めることについて 

 議案第 ２号 令和４年度軽米町一般会計補正予算（第３号） 
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〇出席委員（１１名） 

   １番 上 山   誠 君       ２番 西 舘 徳 松 君 

   ３番 江刺家 静 子 君       ４番 中 村 正 志 君 

   ５番 田 村 せ つ 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 大 村   税 君       ８番 本 田 秀 一 君 

   ９番 細谷地 多 門 君      １０番 山 本 幸 男 君 

  １１番 茶 屋   隆 君 

 

  議 長 松 浦 満 雄 君（同席）  

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      総 務 課 総 括 課 長      福 島 貴 浩 君 

      総 務 課 企 画 担 当 課 長      野 中 孝 博 君 

      総 務 課 総 務 担 当 課 長      松 山   篤 君 

      産 業 振 興 課 総 括 課 長      江刺家 雅 弘 君 

      産業振興課商工観光担当課長      輪 達 隆 志 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

      議 会 事 務 局 主 事      竹 林 亜 里 君 

      議 会 事 務 局 主 事      松 坂 俊 也 君 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎開会及び開議の宣告 

〇委員長（細谷地多門君）  ただいまから令和４年度軽米町一般会計補正予算等審査特別

委員会を開会します。 

    皆さんの慎重な審議をお願いしたいと思います。 

    ただいまの出席委員は全員で定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

（午前１０時４３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎議案第１号の審査 

〇委員長（細谷地多門君）  議案審査の進め方についてお諮りします。議案の提案説明は

本会議において終了しております。本委員会では予算の審議については歳入、歳出

について一括で補足説明を求め進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君）  それでは、議案第１号 損害賠償請求事件に係る訴えの提起

に関し議決を求めることについてを審議したいと思います。 

    補足説明があれば、当局の説明を求めますが、いいですか。 

             〔「委員長」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） はい。 

〇１０番（山本幸男君）  議事進行についてちょっと要望。実は今日は６日で、４日に議

会運営委員会がありまして、その中で私は運営委員でありますので、できれば会期

を２日ぐらい取って、議案思考を１日置いてあさってというような形のほうが深く

審議がなされるのではないかなという提案をしたのですが、まあ何とか１日で頑張

ってやろうというような声が多数でありまして、今日になりました。 

    それはそれでいいですが、私、要望しておりました資料の要求、１つは県にこの

関係について要望した要望書、それから県から来た回答書の写しをまず資料として

配布してもらいたいというようなことの要望をしておりました。今朝来ております

が、ざっと目を通しましたが、正直よく分からないというような感じでございます。

だから、私はできればもっと時間があれば精査して議論を深めたほうがと考えてお

りました。いい機会に課長のほうから、この県に要望した事項のポイントと県の回

答のポイントについて説明を願いたいというのが、その流れの中でお願い申し上げ

たいというのが第１点です。 

    第２点は…… 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１０時４４分 休憩 

              ―――――――――――――  
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               午前１０時４９分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    それでは、補足説明があれば担当課長の方から。 

    産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  補足説明というか、最初に資料の確認をしたい

と思います。こちら、今、山本議員からも要望のあった資料も含めてですけれども、

まず１つはＡ４判のカラー刷りの資料があるかと思います、こういう。これが１つ。 

    それから、実際の、議員の先生方も現地に行って場所とか確認しているとは思っ

たのですけれども、いずれ医療廃棄物、こういうものが出て、こういうふうな形で

埋設されていたという、一応結構それから２年もたっているということで、振り返

るという意味もありまして、写真のほう添付してございます。 

    あと、そのほかに岩手県への請求金額一覧、数字が入った……いずれ本会議でも

提案理由でありましたけれども、１億９，５３３万４５８円という、こういう内容

で要望しています。ただ、隣に中間請求金額と書いて１億６，５８２万３，３００

円という数字がありますけれども、これは議員の先生方が把握している金額が恐ら

くこの１億６，５８２万３，３００円だと思います。議会のほうでも出した資料が

こうなっておりますので、その後いずれ現場等の数量等の最終的な確定をしたとい

うことで１億９，５３３万４５８円となった請求額の一覧表で、どこの部分が変更

になったか、ちょっと見づらいと思うのですけれども、赤書きにしてございます。

そこの部分が数量と、あと廃棄物のマニフェストの最終的な数量に合わせて増額に

なったという一覧表を添付してございます。 

    それから、こういう１番からずっと振った……後ほど説明しますけれども、２６

番まで箇条書きに書いた、これはこれまでの大まかな流れと、あと医療局との交渉、

あとは要望書を出した日付とか、そういうようなものを要約して箇条書きにした一

覧表でございます。 

    そのほかに、先ほど山本委員がおっしゃいました県に要望した要望書の写しとい

うことで、これが本物の写しですので、４月２日に出した分、回答を受けて９月３

日に出した分、おのおの県の回答等につきましてはいただいたやつをそのまま４月

２日の要望書に対して一番最後のほうに多分ついていると思いますけれども、それ

が県から来た回答ということで、要望書を、２回陳情を行っておりますので、その

陳情書２部提出してございます。 

    あと、江刺家委員から要望があったのですけれども、その当時の土地の売買契約

書の写しということで、契約書の写しを……行っていると思いますけれども、契約

書については当然議会でも承認いただいていますので、細かくこれは説明は割愛さ

せていただきたいと思ってございます。 
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    以上が今回この議案に対する説明資料ということで資料を添付いたしました。 

    それでは、説明に入りたいと思いますけれども、皆さんもご承知かと思いますけ

れども、先ほど言ったＡ４判に縮小した１枚の位置図でございますけれども、こち

らを御覧になっていただきたいと思います。外枠の青い色でくくった部分、こちら

が今回かるまい交流駅（仮称）を整備するために取得した土地でございます。今度、

赤い色で四角くくくっていますけれども、赤い色の部分が今回かるまい交流駅（仮

称）が建つ部分でございます。お分かりですか。そして、黄色く塗って……いろい

ろありますけれども、黄色い建物、これに解体年度を記載しておりますけれども、

当時の軽米病院がこういうふうな形でこの敷地内に建っていましたという部分でご

ざいます。赤色のほう、縦長の部分ありますけれども、赤い部分、赤いエリアの部

分ですね、細長く塗ったりしている部分、この箇所が今回医療廃棄物が出土した場

所でございます。なので、これで何を言いたいかというと、建物があった既存の下

とかでなくて、やっぱり全体的に建物の空いていた空き地の部分に埋設されていま

したと。多分現地のほうは確認されたかと思うのですけれども、再度振り返ってい

ただきたいと思いまして、取りあえずこの資料を用意させていただきました。 

    あと、医療廃棄物が出た付近に丸の赤い色、それから青い色、丸がついているか

と思いますけれども、これが基準値を超える鉛の成分が検出された場所です。いわ

ゆる医療廃棄物が埋設されていた下層の部分からしか鉛の成分は検出されなかった

と。そのほかに全体的に升目になっていますけれども、これは町で任意で全体の敷

地内の鉛の調査をした。だけれども、やっぱり鉛の成分が出たのは、医療廃棄物が

埋設されていた場所からしか、４地点ですけれども、実際鉛の成分が基準値を超え

たというのが。そういうところから発生したということを再度ちょっと振り返って

いただきたいと思います。 

    あと、写真については、こういうふうな名前入りのものが出た、あと埋設されて

いた状況など、そういう写真を添付してございますので、これはまたそちらで後で

でも見ていただければと思ってございます。 

    それでは、この１番から２６番まで記載している資料をちょっと見ていただきた

いと思います。大まかな部分というか、順を追って説明していきたいと思います。

２年前を振り返ってというような形もございますので。 

    １番は、当然平成２９年３月に用地を取得した。 

    令和２年９月１８日に工事に着手したと。 

    同年の１１月２０日に建設工事に着手して掘削したところ、医療廃棄物等が出土

したと。 

    同日、出土したということで二戸の保健所、今は二戸保健福祉環境センターです

けれども、略して保健所と言っておりますけれども、保健所のほうへ連絡して、確
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認したら、現状維持に努め、試掘をしてとにかく医療廃棄物の範囲を特定するよう

にという指示をいただいております。 

    そういうふうなものが出たということで、５番ですけれども、令和２年１２月４

日に町長が直接県のほうに、環境生活部、医療局を訪問して出土状況を説明して、

経費の負担を、ここで初めて１回目の取りあえず、文書ではありませんけれども、

町長が行って要望しているということです。 

    令和２年１２月８日には県の医療局が来町して現地を確認した後、町のほうで様

々打合せを行っております。その中で、打合せの中で話したことは、福岡病院だと

か様々のところでも出ておりますけれども、沼宮内病院でも医療廃棄物が出土した、

その場合にはどういったことで県が負担したのですかというような聞き取りを行っ

て、そのときは沼宮内病院と書かれたものが出てきたということで県が負担したの

だよというような内容の打合せでございました。 

    それを聞いて、そうしたら令和２年１２月９日に、先ほど写真の添付がございま

したけれども、名前入りの体温計が出土したと。 

    出土したその日に、再度また２回目、町長がその写真を持参して医療局長を訪問

して、再度経費の負担を要望しております。町長が要望し、恐らく写真も見たのか

なと思いますけれども、同じ日に企画の予算の担当課長から電話があって、経費の

負担については前向きに検討しますよという、電話での連絡ですけれども、いただ

いた。 

    年が明けまして令和３年１月７日に、撤去処分経費、工事遅延経費、工期延長に

伴う経費等、概算ですけれども、そういうふうな資料を持って再度町長が要望をし

たということでございます。なので、陳情書を出す前に、町長も３回ほど、県には

要望という形で県庁を訪問していたということでございます。 

    令和３年１月２６日には、医療廃棄物が出たところを土壌分析調査をしてくださ

いと。やったら、先ほど説明しましたけれども、医療廃棄物が出た下層２か所から

基準値を超える鉛の成分が検出されたということでございます。 

    それも受けまして、その最中に、令和３年１月２０日に医療廃棄物の処理をする

ための設計書をメールで県のほうに送ってございます。内容の審査等ですね。先ほ

ど説明しましたけれども、沼宮内病院と書かれたというものも出てきた、だから県

で負担した。沼宮内病院は県の土地に県が運営していた。違うのは、軽米病院は個

人の土地を県が借りて、その後町が引き受けてやっていたというそこの部分ですけ

れども、あとは処理の仕方等についても、そのとき沼宮内病院では土ごと一括して

処分したというふうなことも確認しておりましたので、令和３年１月２０日にメー

ルを送って、県にこういう内容でよろしいでしょうかということで処理の仕方等に

ついて設計の審査をお願いしてございます。 
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    令和３年１月２０日の部分、ここに記載していませんけれども、１２番ですけれ

ども、令和３年２月２日に設計書の内容について、局長から内容も支障がないので

進めてくださいという回答があったということで、町のほうでは医療廃棄物の処分

の業務を開始したというところでございます。 

    あと、１３番ですけれども、令和３年２月２５日には医療局も立ち会っていただ

いて、学芸員ですけれども、こちら町の学芸員です、埋蔵文化財の発掘をしている

学芸員からも現地に立会いしてもらって、地層等を判断してもらって、解体時に埋

設されたという地層ではないよと。同時に埋めたというものですよというようなこ

とを学芸員からは説明を受けてございます。 

    それから、１４番ですけれども、令和３年３月１０日、また医療局と二戸保健福

祉環境センターが進捗状況の確認のため来町した。その際に、医療局から回答があ

ったのが、言われたのが、県民、あと県議から医療局の支出根拠がないのではない

か等々の様々な発言をいただいていると。注目度も高い。住民監査請求も予想され

るので、しっかりとした支出根拠が必要ですよというような意見をいただいて、初

めてこのような具体的な意見をいただいたということで、何となくその辺からなか

なか県の医療局の対応、発言も変わってきたのかと町のほうでは……それまでは出

たものについては二戸保健福祉環境センター、県の機関ですけれども、医療局等と

共通認識を持って作業等を進めてきたなと考えておりました。ところが、この３月

１０日ぐらいからなかなか、共通認識を持っていたはずが、ちょっとお互いの意見

がかみ合わなくなってきたのかなというところでございます。 

    令和３年３月１７日には、県に負担を求めるのであれば、病院で廃棄したもので

あるという証明書を軽米町に出していただく必要があると、そういうような発言も

いただいております。町のほうとしては、いずれ様々な見地から、当然医療廃棄物、

酒瓶みたいなのものも、一般廃棄物と思われるものも中には混じっております。だ

けれども、いずれそれらは全てその当時に、運営した当時に埋設されたものという

ことで考えております。 

    そのほか、医療局は、１６番ですけれども、令和３年３月２３日、３月３０日、

作業の立会いということで現地を訪れております。 

    その辺から何となくこれは正式に陳情書を提出したほうがいいのではないかとい

うことで、令和３年４月２日に町長が県医療局長宛の陳情書を持参して提出してご

ざいます。その当時はまだ概算の、工事費確定しておりませんので、１億２，２７

９万５，０００円ということで、もろもろの費用の負担をお願いしたいということ

で陳情書を提出しました。 

    その陳情書の内容が先ほど資料で提出した令和３年４月２日のこの陳情書でござ

います。それに対する回答ですけれども、この陳情書の一番後ろを見ていただきた
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いのですけれども、令和３年５月１０日に県からこういう回答が出ました。説明し

ますと、例えば（１）番ですけれども、医療廃棄物が出た、範囲を特定するために

試掘をした、もろもろそういった経費、それは本来は土地の所有者が、事業者も過

去の土地の利用状況を調査の上、事業に支障がないことを確認すべきものではない

か。だから、医療局にすればその経費を負担するものではないよ。 

    （２）番の土壌分析に要した経費も同じような回答でございます。 

    あと、（３）番の撤去処分費に係る経費ですけれども、現在の廃棄物の処理及び

清掃に関する法律等によれば、当局が処分費用を負担する根拠はないものと考える

という……なので、廃棄物の内容とか量、出土位置が分かる資料を提出してもらい

たい。これについては、２回目のときに出土位置とか量、一番ネックになっている

のが医療廃棄物の量ですけれども、その量については、先ほど説明してございまし

たけれども、当初そういう、医療廃棄物を選別して処理するというのは機械では無

理なそうです。人で選別すれば、危険性も伴いますけれども、時間と経費がかかる、

日数もかかる。なので、沼宮内のときにはこういうふうな形で処理をしたというこ

ともあって、では同じような形で設計の審査もしていただいて、オーケーもらって

いました。オーケーをもらっているにもかかわらず、医療廃棄物だけの量を提示し

てくれと言われても、もう処分しているので、そこの部分は無理ですよということ

であれしていますけれども、そういった内容のもの。 

    あとは、廃棄物の処分等に伴って工事の遅延とか何かのことについてですけれど

も、（４）番、それは二戸保健福祉環境センターの指導の下にやった廃棄物処理計

画だから、医療局がそれを負担するべきものではないですよという全く……普通に

言えば、私たちは二戸保健福祉環境センターも、県の出先ですけれども、いずれ県

の機関だなというふうな認識でございます。だけれども、医療局側からはそういう

回答だった。 

    それを受けまして、町のほうでは２回目の要望書を令和３年９月３日、第２回目

の陳情書を、そのとき初めて先ほど事業費、説明した１億６，５８２万３，３００

円、当然処理とか時間もかかっているので経費もだんだんに確定してきていました。

だから、その時点で確定した金額で再度、今度陳情書を出してございます。そのと

きは、県医療局のほか県議会の各会派も回って、いずれこういうことです、何とか

議員の各会派の皆さんにも協力というかお願いしたいということで各議員の会派の

皆さんにも陳情書を置いてきました。 

    最終的にその回答、これは一番最後、令和３年１０月１４日、これは直接医療局

が町に来て、町の会議室で実際この回答書、これを置いていったということでござ

います。その２枚物を見ていただければと思いますけれども、１番が論点、１、費

用負担する主体を医療局とする法的根拠は。医療局に直接負担を求めるのであれば、
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法律的根拠を示してください。当然法律的となってきますと、町にはそういう法律

の専門家はおりません。なので、内部、役場と……等も踏まえまして協議をして、

それであれば法律的専門家にお願いするしかないのではないかということで弁護士

にお願いをして、２１番ですね、先ほどの全体の中の２１番、令和４年１月１７日

付で代理人の弁護士から医療局へ法的な考え方も踏まえて提出しました。 

    令和４年３月３日に岩手県の代理の弁護士から回答があって、これもやはり同じ

ような廃棄物の内容、量とか、出土位置が分かる資料をまずは提出してくださいと

いう内容のものでした。なので、町としては、いずれ出せる分は出している、いつ

いつの時点で資料を出して、何の資料がこの医療局、弁護士が求めている資料なの

か、それをうちの弁護士に説明をして、再度その辺の資料の説明、不足した部分、

提出できる資料は提出、それも踏まえて令和４年３月２４日に再度医療局の代理人

に回答して、以前提出している資料の説明も含めて出したと。弁護士を含めて２回、

町としても法律の専門家が入れば何とかいい打開策なり解決方法が見つかるのかな

ということで考えておりました。 

    ところが、２４番ですけれども、令和４年４月１４日、これ相手の弁護士からの

回答ですけれども、当方に法的責任があると考えていない、出土した廃棄物全てが

当方で埋設したとも考えていない、当時の清掃法では違法ではなく、埋設した全て

を撤去するまでの原状回復義務にも含まれるものではない。一切県には責任はない

ということでございました。 

    それを受けて２５番、具体的な日にちはあれですけれども、弁護士から今後の方

向性ということで、町と県の考え方がいずれ平行線で和解の見込みがない。これは、

裁判で判断してもらうしかない案件だと考える。この案件は、埋設行為があまりに

も古いけれども、軽米病院運営当時に捨てられた廃棄物であることは事実であり、

県に全く責任がないとは言えない。そこで、訴訟を起こす場合は、岩手県と売主を

同時被告とする同時審判で進めたほうがいいのではないか。紛争の一回的解決の見

地からという、こういう手法、私も知りませんでしたけれども、こういう手法があ

る。当然以前にも売主にも責任があって売主を訴えればいいのではないかと、売主

に請求すればいいのではないかというご意見も、その辺もその当時からずっと弁護

士にも相談していましたけれども、今までもらった案件については、これ瑕疵担保

というのも売ったときの不動産、瑕疵担保にもある程度、これみんな瑕疵担保とし

て認められるのかというと、瑕疵担保として全部認められるわけではない。例えば

工事の遅延金だとか何か、例えば埋設されたものについては売ったときと変わって

いるし、そこの部分だと例えばもらおうと思えば売主に請求できるかもしれない。

ただ、売主を訴えれば、当然売主だって、売主にも当時の確認で、全くおやじから

も何からもそういうものが埋設されていたというのは聞いていなかったし、全然知
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らなかった、実際出てびっくりしている。そういった話の中で、町が売主を訴えて、

売主は県を訴えてとなると、当然時間もかかってくる。また、売主に対してどの分

請求できるのか。だから、弁護士とすれば、いずれそういったものを一体的に解決

する、ある程度素早く解決する方法として、売主と岩手県を同時被告として裁判所

からきちっと責任を、まずは責任を認めてもらうという、そういうやり方でやった

ほうがいいのではないかということで、最後になりますけれども、２６番ですけれ

ども、最終的に、いろいろその間もやり取りもありました。町として県を訴えると

いうことは、なかなか今までこういった事例もない。ただ、事例はないのだけれど

も、こういう事案というのはもしかすれば、出てきていないけれども、今後岩手県

でもほかにもあるかもしれない。全国的にももしかすればあるかもしれない。訴訟

で闘ったというのはあまり事案はないけれども、例えば全く県には責任がない、一

切責任はない、関係がないとなってしまえば、果たして売主だけがそうすると自分

で、自腹で撤去したり何したりしなければならない。そうなってくると、当然公共

用地として売った人にみんな責任が来るのであれば、公共用地として県にも、町に

も土地は売りたくない、そういうふうなことも出てくる可能性もある。一番は町の

対策のためですけれども、弁護士はいずれそういった様々な今後のことも含めて、

司法の場できちっと明確に判断してもらうのが一番よいのではないかということに

なりました。 

    最後、２６番ですけれども、令和４年６月２２日ですけれども、様々そういった

ことを踏まえて苦渋の決断に至った。今回議員の方々にこうやって提案しています

けれども、やはりもしかしていただける可能性があるのであれば、それは判決によ

って半分なのか、３分の１なのか、どうなのかというのは、これは裁判の行方を見

ないと分かりませんけれども、弁護士は、全額というのは当然厳しいけれども、あ

る程度いただけるのではないか、やっぱり幾らでも負担を軽減するためにこういう

手法を選び、進めていきましょうということで、今回お願いをしたということでご

ざいます。 

    あとは議員の皆さんからもいろいろご意見をいただきながら、いただける費用は

こういった形になってもいただきましょうということで、こういうふうな手段を選

んだということでございます。 

    取りあえず、以上、その訴訟の経緯だけ。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩したいと思います。 

               午前１１時２０分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午前１１時２９分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） それでは、休憩前に引き続き再開します。 
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    産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  先ほどの説明の際に私、誤って売主の名前とい

うか名字を説明したかもしれませんので、おわびいたします。先ほど本会議でもマ

スコミの方にはくれぐれも個人名というのは伏せてもらいたいというようなことが

あった中で、私誤って個人名を言ったのではないかというようなことでしたので、

訂正しておわびいたします。すみませんでした。 

〇４番（中村正志君） おわびでいいの、削除してほしいとかということはないの。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  先ほどの個人名の部分は削除をお願いしたいと

思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 削除ということですが、よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） では、削除ということにしたいと思います。 

    それでは、その他の補足説明はない。 

    町長からは何かありませんか。今の説明プラス別の立場から。 

    それでは、皆さんから質疑を受けたいと思います。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  詳しく説明を受けましたが、資料の要求しておりました部分に

ついては漏れが何点かありますので。 

    土地の購入に関わる延長の手続を毎年やっているのだというようなことの書類を

要求しておりますが、この点の資料がないと思っていますが、いかがですか。それ

が１点。 

    それから、弁護士等の費用については説明があったかもしれませんが、ちょっと

私は耳に入らなかったものですから、すみません、改めて。 

    それから、岩手県への請求金額一覧の中に弁護士費用１，０００万円というのが

ありますが、それはまた別個なものなのか、着手金６０万円、今回計上している４

４０万円プラス１，０００万円というふうに理解すればいいのか。その中の含まれ

て予備費の部分なのか、その点。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） ちょっと休憩お願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１１時３２分 休憩 

              ――――――――――――― 

               午前１１時３３分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 
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〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） 山本委員の１点目のご質問にお答えします。 

    この件につきましては、正式に医療局から法律的な根拠という前に、何点か弁護

士のほうには相談しながら進めております。その中で、弁護士も想定できるのは県

に対してこれは十分責任があると、請求できる。ただし、全く売主に責任がないと

いうことも否定できない。なので、ただ瑕疵担保の責任の場合は契約した日から１

年で時効を迎えるということでございました。なので、弁護士の指導で、よければ

私のほうでこういった今交渉しているので、最悪、例えば交渉が難航した場合は法

律的な手続も取る可能性もあるので、こういった場合が考えられるのでこういった

手続に入りますよと周知を、弁護士からそれは売主に対して周知してもらいました。

それをもって、例えば契約して１年たつのだけれども、その文書を出してからだと

またその時効が延びるということでしたので、弁護士にお願いしてそれは、その分

についての費用というのは特に発生してございませんけれども、そういう形で出し

ました。 

    今回弁護士との実際のやり取りの文書もいただきたいというふうにことでしたけ

れども、それらに関する部分については弁護士から確認したら、これから訴訟に入

っていくので、できれば私とのやり取りについての提出は避けてくださいというこ

とでしたので、今回弁護士との委任回答のやり取りの文書についても提出できなか

ったということでございますし、今その瑕疵担保の部分についての時効の兼ね合い

の文書につきましても、そちらは弁護士でちょっと対応してもらったということな

ので、そちらについても資料については今回は差し控えさせてもらいたいと思いま

す。 

    あと、弁護士の費用ですけれども、費用についてはこのかるまい交流駅（仮称）

のこの関係については以前６０万円、この弁護士の法律的な観点を踏まえる、２回

行いましたけれども、そのときに着手金という形で６０万円お支払いしてお願いし

ていますけれども、それ以上経費は支出してはございませんし、ないです。ただ、

当然あくまでも着手金なので、例えば既に時間を超過していれば追加の料金という

のも多分後で請求される可能性がありますけれども、ただ、この問題が解決したら

相殺して足りない分についてはまた、この問題が解決した時点で精算させてもらい

たいというのが弁護士からの意見ですので、あとどれぐらいかかったとか、どれぐ

らいかかるかという費用についてとちょっとまだご説明できないというものでござ

います。 

    あと、先ほど岩手県への請求金額一覧の中に弁護士費用１，０００万円と書いて

ございますけれども、これは細かい法律的な部分は私もちょっとあれですけれども、

弁護士から……備考欄に書いてございますけれども、実務上認められている費用で

おおむね訴訟額の１割から２割程度は弁護士の費用として要求できるということで
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したので、町で損害を受けた金額というのは１億８，５３３万４５８円ですけれど

も、それに１，０００万円を上乗せして１億９，５３３万４５８円ということでご

ざいますので、あとこれらにつきまして、例えば丸々要求した分、裁判所で認めら

れれば、当然そういうふうな費用１，０００万円という形にしても、例えばそれが

５，０００万円になったり、４，０００万円になったりとなれば、当然この１，０

００万円というのも多分……多分というか、下がってくる。マックスの金額で今１，

０００万円ということでした。なので、最終的には今回補正でお願いしております

４４０万円ですか、着手金、４００万円に消費税４０万円ということで４４０万円

ですけれども、これらについても解決した時点で精査して精算するという形になる

と聞いております。なので、１，０００万円払って、今４４０万円というと１，４

４０万円弁護士に払うのかというとそういうわけではなくて、今後の裁判の結果を

踏まえてその辺の金額については精算するということでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  ２つ質問しますが、最初の瑕疵担保の関係のことについて、聞

いたことはない言葉でございますので、意味もちょっと分かって分からないような

感じでございました。この関係については、例えば……私はもともとこの弁護士を

頼むこと自体に当初から反対といいますか、慎重にあるべきだという立場で議会に

臨んできました。もともとはやっぱり町と県と軽米病院と町民というのは一体なも

のだという観点から、弁護士に頼んで交渉というのは避けたほうがいいという立場

で提案してきましたので、そういう立場で言えば、今回県と、それから地主を同時

に告発、告訴というか、裁判の席に立たせること自体がノーでありまして、また県

はさることながら、地主もその立場には値しないのではないか。例えばその立場に

ないと。一つはやっぱり法的に問題があるのではないかと。それは、先ほど私が資

料として出してもらいたいというそのことも多少関連……私なりの知識では関連で

す。 

    あと一点は、時期的にもう地主をそのテーブルに上げるということは不可能では

ないかと。既に現況がないわけですから。様々工作して、工事が始まって、そんな

面では難しいのではないかなというふうな感じを持ちまして、その点は心配ないの

か、その点をまず第１点、質問します。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  １点目の県を例えば……山本委員からはできれ

ばこういうふうな争いを避けたほうがいいのではないかというふうなご意見は以前

からもいただいておりました。町のほうでも、こういうふうな手段というのを本来
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は選びたくないというのは、もう当然同じです。これからも県に指導をいただく立

場の町として、指導いただく県を訴訟に被告として訴えで持っていくというのが、

これは本当に苦渋の決断でありました。 

    その至った経緯というのは、なぜかある日突然共通の認識が変わった。また、令

和３年３月１０日に県民、あとは県議ですけれども、個人名は控えさせていただき

ますけれども、ある会派の県議が町に突然来ました。なぜ全然関係のない選挙区の

議員が町に来たのかと思ったら、この医療局とのやり取りの資料を持って、結局は

あなたたちの考えていることはおかしいのではないかというような内容のことでし

た。だけれども、いや、おかしいも、おかしくないも、いずれ共通認識を持って進

めた、ある程度歩み寄りを見せていただければ、こちらも対応したいけれども、そ

の一番の根拠の部分は、先ほども説明していましたけれども、県が捨てたもの、医

療廃棄物、それに特化したものであれば道義的責任は果たしてもいいですよという

県の見解です。それが例えば一番最初にきちっとこういうふうな形でこうなって、

こういうふうな処理をしてこういうふうにして、いや、分けてもらえれば、その分

については県で考えてもいいよという具体的な説明があったのであれば、町でも、

どの程度費用がかかるのかあれですけれども、そういうふうなやり方も検討したか

もしれません。ただ、こういった形で、以前もやった、町でも審査をお願いして、

例えばこれでいいでしょうとゴーサインもいただいた。それでやった上にもかかわ

らず、医療廃棄物だけ特化した量、資料を出せと言われても、もう既に全体の土地

ごとの量もマニフェストは出ています。状況の写真なんかもつけて出しています。

だけれども、それに特化した資料だけ出せと言われても、もう処理も終わっていま

すので、出しようがないです。そういった中で、いや、苦肉の策として法律的な根

拠を踏まえて、これまでの資料を再度提出して、できれば何とか打開策が見つかる

のかなと、私個人としても期待をしておりました。 

    ところが、やはりお互い弁護士同士、法律の専門家です。私は法律の専門家でな

いのであれですけれども、弁護士同士がぶつかってもこれは打開策は見いだせない。

同じような、弁護士からも県で今まで主張したような内容の回答しか返ってこない。

これは、やっぱりこのままだと町民に説明がつかない。町が１億８，５３３万４５

８円、ただただ費用負担していいのかと、本来は県で何ぼか応援してもらうのが筋

ではないかと。県が全く知らないふりして、そんなことできるのかと、町民からも

どんどん来る。そういった批判について、あきらめてやめました、これもまた……

やっぱりいくらかでも経費の負担を軽減するためには、最終的に苦渋の決断で今回

の結論に至った、こういう結論にしたということでございますので、何とかご理解

をいただきたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 
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               午前１１時４６分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午前１１時４７分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  訴えても困るのではないかというような感じも私はするのです

よ、地主のほうは。県に対してはまず様々なことはある……ましてや例えばそこが

駄目なときは、今度は地主ですよというようなことを同時にしなくても、結果的に

そこに行くかもしれないけれども、同時進行でなく、１回で片づけるというふうな

ことの意味はこの文章を見れば分かりますが、１回でなくても２回でもいいのでは

ないかなと。もし駄目なときは地主にも行きますので、そういうふうな手法はいか

がなものだろうかなと。立場が違うのではないか、県と地主は。その意味を今、僕

はあまり理解できないのだ。だから、ちょっとここはそういう質問であります。と

いうのが第１点ですが…… 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） 山本委員のご質問にお答えします。 

    本来であれば、町が欲しい地域のにぎわい創出の観点からこの場所にかるまい交

流駅（仮称）を建設したほうがいいと決めて、お願いをして取得した土地、本人も

知らなかった、町も当然そういうふうなものが埋設されているという認識もなかっ

た。そういう中で発生した。当然協力して譲っていただいた地主を被告として訴え

るというのは、これも県を訴えるのと同じく町も苦渋の決断でした。ただ、取りあ

えずは１回は県を訴えておいて、県から……裁判でこういう判決が出た。駄目だ。

それでは、瑕疵担保に基づいて次、残った分で行くか、これまた当然弁護士の費用

がかかり、何も当然かかることだし、本人が結局それを請求させる自体、私はそう

いうものを請求されるものと思っていなかった、当然、そう思っているはずです。

明らかに瑕疵担保の責任がもう問えない、ないというのであれば、当然岩手県だけ

を被告としていくのですが、やっぱり否定できない以上は、どこでどういうふうな

責任割合が出てくるのかと。１番はまず責任論だそうです、弁護士の手法でいけば

責任論。だから、第１責任者は県だよということで、なのでそういった部分からＡ

さんを、大変申し訳ないのですが、売主も被告としてやるというのも、町としても

かなり苦渋の決断ですけれども、そういうふうなどっちをどうやっていく、順番を

どうしよう、売主を訴えてから、次あれに行くか、何行くかという、そんなことを

やっている費用と時間とありますか。やっぱり早期にきちっと判断してもらうので

あれば、売主も同時被告という形でやるしかないのではないかと。 

    これについてはかなり批判する方もいるかもしれません。町にせっかく協力して、
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今後道路の用地でも何でもそうですけれども、公共用地として売って、何か出れば

売主の責任になるのであれば町に用地協力して売るわけにはいかないというご意見

もいただくかもしれません。とはいうものの、いずれやはりこの場で、この件につ

いてはきちっとやっぱりそういう立場から判断してもらうことが妥当なのかなとい

うふうに、先ほどから言っていますけれども、苦渋の決断をしたということです。

そのほか何かご意見のほうあれば、先生方があればまたあれですけれども、よろし

くお願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員、よろしいですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  説明も分かりましたが、できるだけ理解したいなと思って質問

しておりますので、よろしくお願いします。 

    この文書、回答するときから今後のことも書いてありますが、その上で、例えば

判決が裁判所から下される。どちらかが不服、町にとっても不服であれば控訴する

ということも記載されております。これは、町ばかりでなく、県においてもやっぱ

り納得できなければ県のほうでまた控訴するというようなことでやって、多分私は

運が悪ければ最高裁までこのレースは、レースと言えばまずいかもしれませんが、

この訴訟は続くと思います。そうなれば２年か３年裁判が続く。その中に様々な軽

米町にも事柄が起きていく。建物が来年の７月完成ですか、それまで、その前に町

長選挙もある。誰も責任取らないうちに様々な事柄が進んでいく。そういうちょっ

と寂しい状態が続くのかなと思ったりして、まず我々の任期もそのうちに来るとい

うふうなことでございますので、裁判は、この前の災害のときも結構費用がかかり

ました。と記憶しております。いずれ何かしらこの選択が、方法がないのかという

ようなことをいま一度やっぱり町長、考えてみたほうがいいのではないかなと、そ

う思いますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 今の質問に対しては、町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  経過等は、今、課長が説明したとおりでございます。当初、私も

県にお願いしながら、県も前向きに検討すると、そういうことで、お金はすぐに用

立てられないので、町でまず用立てて進めてくれというふうなことで進めてまいり

ました。その流れの中で途中から、先ほど課長がお話ししたような形で責任という

か、当時は廃棄物処理法が制定されていないから責任はないと、道義的責任は感じ

ているから、その医療廃棄物そのもの、体温計とか、県立軽米病院という名前入り

の体温計等出てきましたので、明らかに医療廃棄物と分かるものであれば、それに

対しては支払わなければならないだろうというふうな、大変、我々からすると想定

外のそういった返事が返ってまいりまして、現在に至っておるわけでございます。 

    私は、当時そういった法律が制定されていないとはいえ、医療廃棄物、体温計の
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中には水銀も含まれております。それから、現に県の指導の中で土壌検査もいたし

ました。ダイオキシン、鉛等それぞれ有害物質等も検査しました。そういう中で鉛

も出てきております。その出てきた箇所も医療廃棄物が非常に集中して固まって廃

棄されていた場所から出てきております。そういったこと等、非常にこれは、もし

それがそのまま放置されておれば、危険性もあるわけです。きれいに除去しました

けれども、それがそのまま放置されているのであれば、今後ともそういった非常に

人体に危険が、影響のあるような恐れもこれからずっと続くわけであります。現に

周辺には生活用水として使われている方々もおります。そういった状況を放置しな

がら、捨てた県側で我々には責任がないのだと。果たしてそういうことが私は通じ

るのかなというふうな考えを持っております。そういうことも含めて、きちっとし

た法的な場所で判断をいただきながら、やはり私は捨てた側の責任というのは除去

されない限りはずっと続くと思っておりますので、そういった面も今回きちんとや

っていくことが大事かなというふうに思っております。 

    そういうことで、今現在、弁護士を通じながら交渉してまいりましたけれども、

なかなかお互いの考え方、それが埋まらない以上は、やはりこういう手段の中でき

ちっと公正透明に判断していただくのが、私は住民あるいは県民に対しても説明が

つくのかなというふうに感じております。どうか皆さんのそこら辺のご理解をいた

だきながら、この議案について通していただくことをお願い申し上げて、ただいま

山本委員からの質問にも併せてお答えとしたいと思います。 

    以上であります。 

〇委員長（細谷地多門君） 中断するのもあれですけれども、１２時になりました。だか

ら、午前中はここまでで休憩したいと思います。よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） 暫時休憩します。 

               午前１１時５９分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 零時５８分 再開 

〇委員長（細谷地多門君）  それでは、何分か早いようですが、全員そろいましたので、

午前中の休憩に引き続き午後から再開したいと思います。 

             〔「いいですか」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  ちょっと午前中、時間を独占してなんですが、あと二、三点質

問したいと思いますので、その後お待ちかねの皆さんに今度。 

    課長の答弁も丁寧で分かりやすくていいなと、そう思っております。先ほど町長

の答弁は、分かりやすいですが、私の質問には大方答えていない。その鉛の問題に
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ついてはそのとおりでございますので、それはそれでいいのですが、その他の問題

については一切答えていないので、もし補足する点がありましたら答えてもらいた

い。答えなければ答えなくても結構でございます。 

    改めてまた質問いたしますが、県の回答書の文書の中で、最後のほうに県が支出、

支払いをしなければならない法的な根拠を示せ、そういうふうな文言があります。

これに、もう少し説明……どう感じて、どう対応しているのかについて説明をして

もらいたいなと思っています。というのは、法的根拠を示してほしいというのは、

私の推測ですが、この問題がもし事実であったとしても、その当時の清掃法では捨

てる場所は穴を掘って埋める、そういう方法が随一の方法で、様々な、どこで処分

するのかというふうなことにはないような法律だったのかなと、そう思います。だ

から、穴を掘って埋めるというようなことで、それであればオーケー。オーケーで

はないにしても、そういう方法でいけた。その当時のことであるので、その責任は

ないとは言わないにしても、法的な責任はないと県は理解しているのかなと、そう

思います。そんな面では残念ながら対応できませんよという答弁で、もう少し県の

ほうでは法的な責任を明確に、根拠を示せというようなこと、その部分については

どう考えていますか。人道的、情的には、町長が言うとおり、鉛をほったらかして

おいていいのですかと、事件が起きたらどうするのですかというようなことは何か

本当に情感に響くものがありますが、ただ、その当時はそういう時代だったのかな

と思えば、そのことだけで事が動くのかな、裁判までやってどうなのかなというふ

うな感じを持ちますが、その点はどういうふうに捉えておられるのか、お答え願い

たいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  山本委員の県の回答の中で法律的な根拠、その

当時の法律は捨てること自体は問題がないというのは、私もそのようには認識して

おります。ただ、詳しい法律上の云々となりますと、ちょっと弁護士でないと細か

い点は答弁できませんけれども、ただ、私たちも捨てたことがいい、悪いと争うこ

とではなくて、捨てたものが現在工事をして出て、そして捨てた人と思われる方が

特定されている。現行法に基づいて当然そのまま、埋めたまま工事をしてもいいと

いうことではないので、適正な処理をしなければならなくなった。それに基づいて、

その医療廃棄物等が出たことによって工事費以外の余分な経費もかかる。ただ、弁

護士から伺っているのは、これは公法上の紛争ではなくて、民法上での原状回復義

務に基づいて弁護士がそれなりに法律を組み立てて、民法の第何十何条の何項とか

って多分あると思うのですが、公的な法律ではなくて民法上でどういったところの

観点から責任論をまず追及したい。全く責任はないということは絶対あり得ないだ

ろうというのが弁護士の判断ですので、それを受けて、本来であれば民法の細かい
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法律のあれまで確認……当然訴状を出すときには多分訴状の案とかというものをこ

ちらにもこういう形で出しますよということで説明されると思いますので、そのと

きはきちっとした法律を、内容まではどうか、こういう法律に基づいていくのだよ

ということはご説明できるかと思います。 

    回答にちょっとならないような部分もありますけれども、いずれその辺の判断、

弁護士の持っていき方というのは具体的に細かい点までは分かりませんけれども、

いずれ民法上の原状回復義務に基づいてこれから訴状を提出して、司法の判断をお

願いするというものでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  弁護士でも、法律家でもありませんので、全く素人の感でだけ

しか話しておりませんが、そうすると訴状というのができれば、また議会を開いて

その訴状の検討をして裁判所に出すというようなことになるというように理解して

いいのですか。その点が第１点。 

    それから、あとは民法上が何とか、清掃法とかというものの法律の何か内容を抜

粋したのでもあったら、前は清掃法の関係ではこうで、この部分が何年に改正され

て、こうだというような資料をいつか出してもらえませんか。 

    それから…… 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君）  今２つですね。２つについて、産業振興課総括課長、江刺家

雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  １点目の訴状ができれば議会にかけるのかとい

うことですけれども、訴状については議会にかける予定はございません。ただ、こ

ういった内容で訴状を提出してやっていきますよというようなことは説明しますけ

れども、これ議会の案件ではないと思いますので、議会の承認を得て訴状を提出す

るという、本来そういうふうなものではなく、ただ、ご説明はいたします。 

    あと、詳しい例えば法律の点とか何か分かった時点で教えていただきたいという

ことですけれども、これについてもいずれ先ほども弁護士、これから訴状を提出す

れば当然出ますでしょうけれども、とにかく全て弁護士からちょっと確認しないと。

一応基本的な入り方についてはいずれ訴状を作った時点で、あとは当然マスコミの

方にもそうですけれども、きちっと弁護士から説明の場を設けたいと考えておりま

すので、いずれ法律的な根拠、観点については訴状を提出した後できちっとマスコ

ミにもだし、当然マスコミに説明するということは委員の皆さんにも説明しなけれ

ばならないことだと思いますので、詳しい法律的な観点についてはその後に説明し

たいと考えております。 
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〇委員長（細谷地多門君）  もう一つあったっけ。何か法律的な根拠……文章みたいなも

のを抜粋して、あったら。 

    産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  訴状等についても、この場で、はい、分かりま

した、公表します等も、これは弁護士に確認しないとお答えできませんので、すみ

せんが、ご理解お願いしたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  資料によれば、控訴するかどうかというのは、まず弁護士、当

局の判断でどんどん進んでいくというような感じにこれ、私は受け取るわけ。それ

はそういう理解ですか、それとも私たちに相談して、控訴しますか、しませんかと

いうように問うて前に進むというよう姿勢ですか、それをお聞きします。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） 休憩お願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午後 １時１０分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 １時１１分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  課長の説明、町長の説明、それはそれなりに理解をしていきた

いなと、そう思いますが、ただその得るものが、投資した、汗を流した分の対価と

すれば大変と少ない果実というふうなこともまず考えられる。さすれば、そういう

ふうなことも正直、法的な根拠は何ですかというふうなことが、今聞くところによ

れば比較的はっきりしないというふうなことを考えれば、その成果は少ないのでは

ないかなというふうな感じもしますが、そういう認識はありませんか、町長。 

〇委員長（細谷地多門君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  先ほど、私が今回の議案に対しての考えというか、申し上げまし

たけれども、現状ではかなりこちらの要望と県の回答に乖離があると。向こうは、

責任というのは道義的観点の中で、出てきた物に関して明らかに医療廃棄物と断定

できるもの、例えば体温計には県立軽米病院というのがついておりましたから、こ

れは間違いない、注射器に関してもそれは間違いない。その一つ一つ取って、明ら

かに医療廃棄物であるというようなことに関しては、前向きにというか、出さない

わけではないと、そういう観点でお話ししておりますので、そうなりますと、やは

り我々は医療廃棄物ということでそれはもう全部、ほかの一般廃棄物も含めて混在

しておりますので、そしてまた土砂等も混在しておりますので、それに付随したも

のを短期間に処理するためには今のような処理の仕方でやりますと、それもはっき



- 21 - 

り県も、じゃあ、それでやってくださいと認めているわけです。そして、全量撤去

した後で、途中からそういった状況が違って、廃棄物として断定できるものの割合

を示せと、そういうふうな形で来ておりますので、これはやはり最初の県との話合

いとまた違ってきておりますし、それこそ生んだものは限りなく少ないというふう

に推察されますので、やはりこれはきちっと法廷の場で判断していただいて、それ

に私はこちらの内容をきちんと通るように訴えていきたいと、そう考えます。 

    以上であります。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  この土地を購入するに至った最初の頃のことについて質問いた

します。 

    先ほど答弁の中で、所有者が廃棄物が捨てられているということを知るよしもな

かったのだということがありました。所有者からそのことは直接聞かれたのでしょ

うか、それともただの想像でしょうか。 

    また、もう一つ、買う側もその土地についてきちんと買うための手順といいます

か、土地家屋鑑定士とか頼んでいるようですが、金額も４３万２，０００円という

小さい金額だと思うのですが、病院跡地だということで慎重に確認したかどうかと

いうことをお伺いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問にお答えします。 

    私、先ほど知るよしもなかったというふうに答弁しなかったかと思いますけれど

も、そういうふうに言ったのであれば訂正したいと思います。 

    いずれ医療廃棄物が出た。すぐ土地の所有者についても、こういうふうなものが

出たのだけれども、そういうふうなことは何か聞いていませんでしたかというふう

なことを聞いて、全く知らなかったと、知る余地もなかったというように言った気

がしていましたけれども、いずれ全く知らされていなかった。お父様ですか、最初

にあれしたのは、お父様からも知らされていなかったし、本人も聞いていなかった

ということでございます。 

    それから、その土地の購入の際の調査の仕方は、これも多分様々訴訟でも議論に

なってくるかと思いますけれども、当時病院の跡地だということできちっと確認、

その辺調査をしなかったのかというようなことでございますけれども、いずれこの

件につきましては、例えば平成１５年に国交省で制定された公共用地の取得に関す

る土壌汚染等の取扱指針、そういうふうな土壌が汚染されているような場合の土地

を取得する場合の指針とかというのはございますけれども、病院施設というのは有
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害物質の特定施設には該当しない。例えば何らかの土地の経歴を見てそういうふう

なものに該当するような施設だったというのであれば、恐らくきちっとその当時調

査もしたかもしれませんけれども、特に病院施設はそういうふうな施設ではまずな

かった。それから、昭和４４年まで県立軽米病院が運営されて、その後軽米町が建

物を取得して一部幼稚園、あと企業誘致、母子健康センター等で使っておりますけ

れども、いずれ解体したのは町で解体しておりますので、解体した当時、そういう

廃棄物らしきものは全然確認されなかった。それから、その後いこいの広場として

あずまやを建ててトイレですか、ぐらいやって、そういうような形で使用したと。

最後に、平成１７年の５月ですか、いずれ借主に整地して返す場合、砕石とか入れ

て整地して返したのですが、その場合もそういうふうなものは確認されなかった。 

    あとは、沼宮内病院とか出たあたりにマスコミ報道等でも医療局で県内、そうい

うふうな事実があるか、ないか確認したけれども、そういうふうな事実も確認され

なかった。もろもろそういった理由。 

    あとは、実際建物を購入して土質の調査をした。土質調査は部分的ですけれども、

その際も確認されなかった。 

    そういった理由の中で、出てきてから様々ご意見を言う方もいらっしゃいます。

その当時きちっとちゃんと調査しておけばこういう事態にならなかったのではない

かということでしたけれども、全く町もそういうふうなものが埋められているとい

うふうなことも全然分からなかった。そういった、今説明した中で、公共用地を取

得する場合に、例えば何らかの特定施設だったりなんかで指定されているところで

あればきちっと調査するけれども、そうでない場合というのはわざわざ公費をかけ

て、また例えば何メートル掘ればいいのか、たまたま今医療廃棄物が出たのは地上

から７０センチから１メートルぐらいの深さです。整地して返したといっても２０

センチぐらいの路盤材入れているので、７０センチも掘ってはいなかったので、例

えばもう少し掘れば、その当時出てきたのかもしれませんけれども。そういう状況

の中でわざわざ買う場合に土地の調査費として何千万円もかけて調査をして公共用

地を取得するのかというようなことにもなってくるかと思います。そういった理由

で、いずれ事前の調査はそこまできちっと綿密に行わなかったということもありま

す。それがどのように司法の場で判断されるのかというのはこれからになりますけ

れども、今言ったことにつきましてそういった理由で事前の調査というのはそこま

では実施しなかったということでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  所有者が知っていたかどうかというのは、それは過去の話なの

ですが、私と同年代なので、恐らく想像はしていたかなとは思います。 

    それで、あそこの建物を壊して地主に返したわけですけれども、その建物を壊し
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たときに建てた者の……瑕疵担保という言葉がさっき出てきましたので、その建物

を壊したものをその土の中に埋めて返すということは、これは瑕疵担保とか何かそ

ういうのは関係ないですか。そのままやっていれば次に何か建てるときにそれを取

り除かなければならないということになるのですけれども。町側の……借りていた。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午後 １時２２分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 １時２３分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  例えば医療廃棄物が入っていたのに気がつかないでというか、

それで売って瑕疵担保の期間過ぎてから発見されたということで、地主には何も責

任がないというようなことで、逆に今度は軽米町でそこを借りていて、返すときに

そこの中に大きな……小さなコンクリートがらでなくて、大きいのですけれども、

ああいうものを埋めて戻したというのは、これは何も問題がないのでしょうか。ち

ょっとお聞きします。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  わざと埋めて隠したとかということでは……い

ずれ実際、今現在かるまい交流駅（仮称）を解体、既存の建物をまず基礎の部分か

ら上は全部撤去したと思います。ただ、その後かるまい交流駅（仮称）の工事をや

って、その当時解体忘れた深い部分の基礎の部分のコンクリートの破片というのは

若干、実際工事で掘削したときには見つかっています。あとは全く別な部分、それ

こそ町道側のほうですか、あそこで木材の、柱か何か燃やしたかす、そういうもの

も少しそれは発見されております。ただ、その当時、病院を運営する前に五戸町と

か何かの個人の料亭を解体したのを持ってきてそこに建てていて、病院ではないけ

れども、何か運営していたというような……お話ですよ、それは。きちんと確認で

きたわけではないのですが、その当時確認、それを解体したときに若干地中に埋め

ていたものが出てきていますけれども、解体するときに故意にわざと処理費用を抑

えるために埋めたというようなことはないと思っております。ただ、その当時解体

し忘れた部分というのが工事でやったときには出てきていますけれども、それもコ

ンクリートがらとして処分して、その分は県のほうには請求する金額には入ってい

ませんけれども、それはそれで的確に処理して、今工事を進めております。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  この県との関係を示した日程の１８番、令和３年５月１０日、

県医療局から回答ということで、当局が負担すべきではないという回答であったと
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いうことなのですけれども、１８番、令和３年５月１０日の回答です。この回答の

実際の文書を見ますと、下記のとおり回答いたしますと、なお今後の進め方につい

ては改めて協議する場を設けたいことから、日程調整について重ねてご協力をお願

いしますというふうに県では書いてあります。その後、協議をしないで、もう次は

１９番の陳情書を出したということなのでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  そのほか電話とか何かでやり取りはやったかも

しれませんが、私は記録としてある程度残っている部分、あと今回この訴訟をして

何とか県に負担をお願いする、その行為に至った経緯として大まかなポイントの部

分として記載したものであって、例えば書いてあるけれども、やったのですか、や

っていないのですかと言われれば、この辺から幾ら協議しても、県の主張と町の主

張と、基本的なものは医療廃棄物だけの数量を早く出してくれ、幾ら出せと言って

も出さないではないか、いやいや、当初そういうことでなかったでしょう、出せと

言われても、こういう対応の仕方で、処理の仕方でやって、今さらそれは出せませ

んよという、結局平行線のやり取りでした。なので、これはいけないということで、

県議会の各会派とか様々な方に再度陳情書を出したということでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  その後、令和３年９月３日に第２回の陳情書を提出した。２０

番、県医療局から回答があって、今、課長が説明されたような廃棄物の内容、数量

の提出、それは処分してしまっているので、ないというのは、それは分かります。

でも、ここから次の１月１７日まで約３か月あるのですが、ここの間は何も協議を

しなかったのでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  この時点でもう既に弁護士にお願いしているの

で、代理人として、弁護士からも逆に、私に任せた以上は私に任せてくださいと、

個別に打合せをしないで、何かやる場合は私を通してくださいという弁護士の指示

でありましたので、その間空いているかもしれませんけれども、いずれ全て弁護士

にお願いしていますというところでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  二戸のいわゆる保健所のようなところといろいろ協議しながら

進めて、途中から、あっ、何か変だなというか、話が合わなくなってきた、食い違

ったというようなことが出てきた場合に、それでもずっと県の専門家といいますか、

例えば廃棄物の専門家とか、そういう方には相談したことはないですか、調べたり。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） すみません、休憩してください。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 
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               午後 １時３０分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 １時３５分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） 例えばこういうふうな訴訟を起こした場合に、建物が順調に建

設が進んだとは思うのですが、起債とかするときに、もめているというので何か影

響はないのですか。財源で過疎債か何か借りる…… 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  起債等も使いながら工事を進めておりますけれ

ども、そちらのほうから特に何か指摘があって、これはうまくないですよというよ

うなこともなく、いずれそういう予算上も今現在は順調に進んでいると思っており

ます。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  この裁判に至った経過の中で、一番最後なのですが、令和４年

６月２２日に裁判することに決めたのだと思います。和解に至る見込みがないとい

うことが書いております。その中で廃棄物は当時の軽米病院が埋設したとしか考え

られないと言っていますが、軽米病院ではやっていない、それは誰かが持っていっ

てそこに埋めたと言っているのですか。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  いや、軽米病院では埋めていない、医療局も埋

めていないとかとは言っておりません。軽米病院運営当時に全てが捨てられたとい

う根拠を示してくださいよと言われています、その当時埋めていないとか、何もし

ていないとか言われたことではなくて。それなりの考えられる資料等は、町でも県

のほうにも提出はしてございます。当然弁護士にも資料は提出してございます。な

ので、全てが、いずれ様々な見地からこれは当時の軽米病院運営当時に捨てられた

ものとしか考えられないという弁護士の見解でございますので、相手が捨てていな

いとかということではございません。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  裁判に至るということになれば、県でははっきり何も払わない、

道義的にも支払わないと言っているのでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

             〔「それ書いてあるでしょう」と言う者あり〕 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  弁護士とも２回ほどやり取りをして、道義的な

責任はあるとは県でも考えられますよと、ただ、その道義的な責任というのは、今
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言ったように軽米病院で運営されていた当時に捨てられた物で、その物が、医療廃

棄物のみであれば道義的な責任と考えられるから、その分については支払うことも

考えていますよということですけれども、ただ、先ほどから何回も言っていました

けれども、医療廃棄物だけの分別した数量というのはもうそれは不可能だというこ

とで、やはりこういう形で判断を仰ぐしかないかなという経緯に至ったということ

でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） 長くなりましたけれども、午前中から担当課長の説明も聞きま

したし、あと同僚委員からもいろんな意見が出ました。私も聞いていて、ああ、な

るほどと思うようなことを言ってくださいました。 

    それで、課長が説明した中で、突然令和３年３月１０日に、県民、県議からの声

があって、それから県の態度が一変したと、そこが一番問題ではないかなと私は思

います。今までというか、ずっと課長も議会でも説明して、医療廃棄物が出たので

どう処理するか、こういうふうに処理しなさい、こうしてください、その言われた

とおりに進めていたのが、何で突然こういうふうになったのかなと思うのですけれ

ども、その後が全く……陳情書を２回出しても、この回答を見れば、「えぇーっ」

と思うような、私にすればそういう回答です。例えば県民、県議からということで

すけれども、県民というのは軽米町の町民なのかどうか分からないですけれども、

そういうようなことは軽米町においては今までも何回となくあったと思っています。

やっぱり、そのときにしっかりと対応していれば、こういうことにならなかったか

もしれません。まして、全く何も対応しなければこれから先大変なことが起きてく

るのではないかなと、私は心配しています。 

    というのは、これにも住民監査請求が予想されるのでと書いてあります。そうい

うふうなことを出してきて、県の職員、軽米町の職員、そんなのまで出てきたらど

うするのですか、職員は。例えば軽米町だって、そうであればもうやってられない、

やりたくない、軽米に勤めたくない、県にだってそういうようなのが出てきたら、

そういうことも考えられるのではないでしょうか。やっぱりそういうことを考えな

ければいけないと思います。これはここで言うべきことかどうか、私としても分か

りません。あとは法律的なことも私は分かりません。県でも、町でもちゃんとした

弁護士を立てて話合いをしていますから、それで結論が出ると。その結果として、

誰が責任を取るのか、それは当然首長の町長で、それを認めた議会、みんなのやっ

ぱり責任になると私は思います。 

    だから、今ずるずるやっていけば、これが長引くだけで、ここでやっぱりお互い

の……本当は訴訟を起こすということは同僚委員も言いましたけれども、私も決し

てそれは望みませんけれども、はっきりさせなければただ時間だけが経過していく
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と思いますので、そういうふうにしなければ今後のことを考えてみたときに、やっ

ぱり私はこの議案に関しては全会一致で賛成して通して、これからのことはそれか

ら考えたほうがいいかなと思いますけれども、私はそう思いますけれども、いかが

ですか。回答はいいかな。 

〇委員長（細谷地多門君） 質問なの。回答を求めていたの。 

〇４番（中村正志君） 意見でないですか。 

             〔「意見の取扱いどうするんだ」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） この件について賛成していただけるようなご意

見をいただきました。非常にありがたいなと思っております。ただ、一言ちょっと

あれですけれども、先ほどありました令和３年３月１０日のこういう発言からとい

うことですけれども、これは果たしてきちっとこの日からという、この発言があっ

たからがらっと変わったというか、この発言等があった以降から何となく今まで話

してきた県の発言や内容とは変わってきたという意味であれしていますので、この

日を境にというわけではございませんので、いずれこの日あたりから変わってきた

なと、何かあれっと思ってきたなというのは間違いございませんので……ありがと

うございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 茶屋委員、いいですか。 

〇１０番（山本幸男君） 委員長、反対討論。 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと待って。 

〇１０番（山本幸男君） 反論だ。 

〇委員長（細谷地多門君） 茶屋委員、いいですか。 

〇１１番（茶屋 隆君） はい。 

〇１０番（山本幸男君） 今の意見の取扱い、今まず委員から…… 

〇委員長（細谷地多門君） 山本委員、立って。 

〇１０番（山本幸男君）  まだ討論の時間でもありませんので、今、茶屋委員から流れの

中の１４番のことについて話があって、課長がそれに答える形で、１４番のことに

特定で確認しますが、ここに記載するにはあまり適当な項目でないような、私から

見ればね、そう思います。ここは削除してこの議論をしたほうがいいのかなと、何

かしらここはそれなりの思惑というか、感情が出た項目だというふうに私は思いま

すが、どうですか。削除してはいかがですか。 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午後 １時４５分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 １時４６分 再開 
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〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  今までいろいろ質問が出まして、今回江刺家総括課長の丁寧な説

明で大分理解が深まったなと。もっと前にこういう説明をしていただいていれば、

私も昨年の３月から毎回の議会で一般質問していましたけれども、なかなかそうい

う具体的な言葉が出てきていなかった。今の話の県議からの話、私が９月議会だっ

たかに「県議からの情報ありませんか」と言ったときは、「ありません」と言いま

したよね。だから、そういうふうなことがちょっと我々委員と当局との壁があって、

我々が理解できかねた。だから、憶測で物をしゃべってきたのかなと、私自身もそ

ういうふうな形で疑問をぶつけてきたというふうに思います。もっと早く今日みた

いな丁寧な説明を前々からしていただいていれば、我々ももっと当局に寄り添った

意見等が言えたのではないのかなというふうなことを非常に考えます。だから、非

常に今までの経過が残念だったなと、逆に言えばですね、思うところもあります。 

    そこで、ちょっとお伺いしたいのは、まず前にも私も質問したのですけれども、

陳情書を出して、県のほうから回答があった。その中で、二戸保健福祉環境センタ

ーのほうの指導に基づく……ここに軽米町の考え方がありましたけれども、医療局

は関係ないよというふうな言葉が県のほうから回答が来ていましたよね。それにつ

いても私、あのときにこのことについて町としてはどう考えているのだと言ったと

きに、話が出てこなかった。はっきり言って、一般常識として、組織として岩手県

は全ての、二戸地区も含めて同じ組織なはずだから、私は昔、役場にいた組織の人

間だったので、職員が誰であろうが、やれば町としての責任だというふうなことが

普通自覚されなければならない、職員として。なので、非常に岩手県として寂しい

回答だったなというふうに私は思うのです。だから、その辺のところをもっと具体

的に強く攻めてもよかったのではないかなというふうに私は思うわけです。このこ

とについて二戸のほうの指導でやったから医療局は関係ないよと、そのようなこと

がよく言えたものだなというふうに私は県職員にがっかりしていますけれども、だ

からその辺のところは強く言ってもいいのではないかなと。 

    ただ、先ほど町長も考え方をお話しされましたけれども、道義的なこと、ここの

回答の中にも医療廃棄物が埋設されたのは法律が制定される前のことである。だけ

れども、発見されたことにおいては現行の法律に基づいて処理しなければならなか

ったのだということで、町としてそれを、多分これが県の指導の下において処理さ

れたというのだけれども、ただ、こういうふうに何か今までの中で法的根拠を示せ

と言われたときに、非常に弱くなってきている。法的な部分ではないというような

ことがあるのだけれども、今後の法律対法律でやった場合に果たして裁判で勝ち目

があるのかなと、逆に言えば。その辺がちょっと心配な部分がないわけではない。
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だから、その辺のところの……弁護士がどのように言っているかは分からないです

けれども、現時点での見通しをちょっとお聞かせ願いたいなと、その方向ですね。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） 中村委員のご質問にお答えします。 

    もっと早い時期にこういった形でというご意見をいただきました。私も途中から

参加したということも、それが理由ではございませんけれども、もう少し早くきち

んとした説明もできればよかったのかなと思います。 

    ただ、二戸保健福祉環境センターがそれはやったから工事の遅延は医療局には関

係ないのだよという回答に対しては、この令和３年９月３日の資料の４ページ目の

（５）ですけれども、（５）で一応これも踏まえて、二戸保健福祉環境センターだ

って県の同じ機関でしょうというようなことは記載して、２回目の陳情書で出して

ございます。それでも、回答は似たような回答だったということであれですけれど

も、あとは今後の訴訟の関係の見通しということですけれども、前にもちょっと説

明しましたけれども、弁護士は１発目はまず責任論、いずれ県に全く責任はないと

いうことではないのだよと、まず県にだって責任はある。それは先ほど言いました

民法上の部分から、まずは裁判所から責任論を認めてもらって、その次に、ではど

ういう割合なのか。ここで県には全く責任論が発生しませんとなってしまうと、あ

あ、これは終わって、例えばそれをさらに上告するか、何するかという話になると

思うのですが、弁護士は全く責任がないという判決はまずないだろうと。これがま

かり通ったら世の中どうなるのだというようなことを弁護士は一生懸命主張してお

ります。なので、いずれ弁護士の主張をあれして、よく皆さんにもどの程度勝ち目

があるのかとか、どの程度取れるのかという話になるかと思いますけれども、これ

は判決が出なければ分かりませんけれども、全て費用負担を求めることができると

思った上での、最初からこれしか取れないからこれでいきますかとか、これでいき

ますとか、妥協するのではなくて、やっぱりまずは責任論を裁判官から認めてもら

った上で、次は費用負担なりなんなりのあれだ。いずれ、この裁判がスタートすれ

ば、そんなに早く解決するとは言えない。弁護士も、当然２年から３年かかる案件

になるのではないかというようなことはおっしゃっております。ですけれども、い

ずれ早期解決を目指して、こちらの主張を最大にしてまいりたいと考えております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  ありがとうございます。正直にお話ししていただいてありがとう

ございます。 

    そこで、責任論……今回の説明で非常に私は安心したのは、白か、黒かという裁

判の勝ちか、負けかというだけを争うのではなく、責任論この分は岩手県に責任が

あります、では、この分は私のほうで何とか負担するように努力しますとかという
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ふうな考え方があるなということ、このことについては私も一般質問の中でも何回

かそういう発言をさせていただいておりましたので、それには同調します。 

    そこで、ただ、どこで、ここでいいですよというふうになるのか。弁護士同士が

対決し合うということになると、お互いに負けたくないでしょうから、何ぼでも自

分で自分がいいように、いいようにという、その辺のところのやり取りは多分町長、

総括課長等とやって、もうここでいいですよというふうにしていただけるものかな

というふうに期待はしますけれども、ただ、それがどうなるのか、その辺は期待す

るということで。 

    そこで、被告が２人、岩手県と第２被告があるわけです。その場合に、最悪の場

合を想定したときに、岩手県のあれがなくて第２被告のほうに責任が行った場合の

ことまで、どこまで考えていただいているのかなと。実は私、この案件を出す前に

売主のほうに事前に相談か何かしているのかどうかをちょっと確認したい。全くし

ていないで、ただこれが出されて、後からこういうものが出されているのだなとい

うふうに思われるのか、この辺のところはその方との信頼関係というものを保って

いくためにはどのようにされたのか、そこをお伺いしたい。 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午後 １時５６分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 １時５７分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） 中村委員のご質問についてお答えいたします。 

    本人の法的責任について時効が来るということで弁護士のほうから事前に、例え

ばこれからできれば交渉して、県と医療局に負担を求めていきたいから、ただ最悪

の場合は、訴訟となった場合はこういうふうな訴訟の仕方になるよというのは、も

う結構前に本人には弁護士から、先ほど言ったように通知の文書を送らせてもらっ

ています。また、当然今回こういうふうな予算を取るということに当たりまして、

そうなれば幾ら名前を非公表だとかどうのこうのと言ったって、多分すぐ売主分か

ることだと思うので、例えば町民の方からも当然電話とか何か増え始める、そうい

う可能性もあるので、いずれやはり最終的、これまで頑張ったのだけれども、こう

いうことでやむなくこういうふうな手法でやることになりますよ、おたくさんも被

告人としていきますよと。ただ、いずれ弁護士は第１責任者は県だよというふうに

考えておりますのでということは説明してございます。納得したか、していただか

ないかというのはちょっとあれですけれども、いずれこういう方向でいきます。本

人もびっくりはしていました。いやぁということでしたけれども、何とかご理解を
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お願いしますということで、こういうふうになるよというのはこの間も説明してお

ります。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午後 １時５９分 休憩 

              ―――――――――――――  

               午後 ２時１０分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩前に引き続き再開したいと思います。 

    答弁もらったけれども、いいですか。 

〇４番（中村正志君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） そのほかありませんか。 

    大村委員。 

〇７番（大村  税君） 今までいろいろな疑問点あるいは要望等も出たようでございます。

そこで、何回もあれだけれども、説明の中の１３番からがらっと報告といいますか、

県の姿勢が変わったというその、何が障害で変わったのか、説明できますか、でき

るのであれば。 

    いや、このような訴訟というか裁判沙汰にするのは行政間ではあってはならない

ものだと私は思います。行政は公平、公正な考えの下に、お互いが、行政同士が話

し合って、県民、町民のために尽くすのが行政の機関だと、私は今まで認識してお

ります。事例にもないことが起こるということは大変悲しいことだなと、このよう

に思います。 

    というのは、県議会の自民党会派の方々が各市町村を巡って市町村の課題あるい

は市町村の要望等を聞きに来て、あれはたしか４月だったかな……会派の。そのと

きに鈴木財務大臣あるいは県の自民党会派の幹事長、千葉伝議員等々そうそうたる

人数で軽米に訪れて、町長、そしてまた正副議長、その中で今一番抱えているのは

何ですかというような会派の方々から要望を聞きたいということで町長が第一番に

軽米町にいろいろな交流の場がなくて大変困っていると、それが今ちょうどかるま

い交流駅（仮称）という名前で建設をしていると、その中で今問題になっているの

が医療廃棄物の処理の負担ということですと、何とか県においても軽米町の自治体

に支援してほしいということを申し述べましたし、議員の中で何かと言われたとき

も、やはり議会としてもこの問題が一番、町民の財政を圧迫しないような対応をし

たいので何とかやってほしいと言ったならば、幹事長を含め軽米町の要望に応える

と、いろいろな観点からも特例としてもやってやらなければならないという回答を

得ておりました。 

    それがこういうふうな状況になるというのは、何が障害になって、途中からこう

いう県の回答が出てきたか。当然県としてもそういう自治体と争うことを望んでい
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るのか。大変私は疑問視し、悲しい思いをしております。この根拠について、障害

のね、何が原因か、知り得るのであればご回答願いますし、また知り得ないし、ま

た回答を慎むというのであればそれでも結構でございますが、やはりもう少し県も

地方の自治体に目を向け、同じ町民であり、同じ県民であるから、その辺も県のほ

うにも重々要望して回答を得なければならなかったのかなと、こんなふうに思って

おります。 

    この１３番の説明以後、今もまだ順調に工事が進捗している中でございます。先

ほども同僚委員が言ったように、このままずるずる長くなるような状況であれば大

変だろうというようなご意見も出ています。どうしてもこの訴訟に持っていかなけ

れば解決ができないというのであればこれも致し方ないのかなと、行政同士の責任

論を論ずるのも悲しいことだなと、このように私は思いますが。 

〇委員長（細谷地多門君） 分かりました。 

    今の大村委員に対する答弁、町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  全く私も同感で、決して県とこのような争いと申しますか、そう

いうことは決して望むものではございません。何回も申し上げるとおり、当初は県

も理解していただいて、県が予算化はちょっと短期的には難しいから、既に町とし

ても工事を発注しておりましたので、これは遅れれば遅れるほどまた遅延金等発生

いたしますので、やはり早く片づけていきたい。しかし、そこにあるのは医療廃棄

物であり、当然撤去をするにも費用もかかるし、また期間もかかるというようなこ

ともございまして、県のご理解といいますか、その当時は県も理解していただいて、

そちらで予算化しながら撤去を進めてくださいというふうな相互共有しながら進め

てまいりました。 

    ところが、先ほどのような令和３年の３月頃ですか、そこら辺からやはりこうい

うふうな状況が変化したことは事実でありますし、当時私もある会合で医療局長と

一緒になりまして、会議の後、局長が、いや、ちょっと困りましたと、例の方や議

員の方々からも大変、なぜ県が出すのだとか、そういうことを言われているという

ようなお話をされました。それはそれとして、しっかり私たちも片づけながら工事

も進めてまいりたいと思いますし、県のほうもひとつよろしくお願いしますと、私

はそのときはそう語って帰ってまいりましたけれども、ここに記載してあるのはそ

ういうふうな流れになったことは事実でございます。お互い……私もそういうとこ

ろは感じておるところであります。 

    以上であります。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。 

〇７番（大村 税君） よろしいです。 

〇委員長（細谷地多門君） そのほかありませんか。 
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    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  ちょっと議案とは違いますけれども、同僚委員からちょっと情報

をいただいて、岩手県の議会から情報をいただいたということでコピーもらいまし

た。住民監査請求が出ていると、岩手県のほうに出ているということで、それはこ

のかるまい交流駅（仮称）関係の調査関係のようです。このことについて情報が入

っているのかどうかを１つお伺いしたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 産業振興課総括課長、江刺家雅弘君。  

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君）  県に住民監査請求が出ているということをこち

らで知っているかということですか。 

〇４番（中村正志君） はい。 

〇産業振興課総括課長（江刺家雅弘君） それはちょっと情報は得ておりません。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  県の監査委員から県議会にそういう情報が行っていたということ

で、文書でちょっと私のほうで出ましたけれども、同じような、今回のかるまい交

流駅（仮称）の責任問題の部分だとは思うのだけれども、これを見たときに、どち

らかというと何か軽米町に寄り添った形での住民監査請求だなというふうに感じま

した。この辺のところをもし情報が入っていないのであれば、今後ある程度情報を

得て、この辺の推移も見ておくべきではないのかなというふうに思いましたので…

…情報が入っていないのであればそれでよろしいです。 

    以上です。 

〇委員長（細谷地多門君） 情報が入っていないということですから、答弁は…… 

    そのほかありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） なければ、議案第２号に移りたいと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２号の審査 

〇委員長（細谷地多門君）  議案第２号 令和４年度軽米町一般会計補正予算（第３号）

について、補足説明があれば、総務課総括課長、福島貴浩君。  

〇総務課総括課長（福島貴浩君） 特にはないです。 

〇委員長（細谷地多門君） 特にはない。 

〇総務課総括課長（福島貴浩君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君）  議案第２号については特に補足説明というのはないそうです。 

〇１０番（山本幸男君） 詳しく説明して。 

〇委員長（細谷地多門君） 詳しく……山本委員。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 
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〇委員長（細谷地多門君） 詳しくということです。総務課総括課長、福島貴浩君。  

〇総務課総括課長（福島貴浩君）  それでは、議案第２号につきましてご説明申し上げま

す。 

    内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４４０万円を追加し、歳入

歳出それぞれ８１億２，０７８万１，０００円とするものでございます。 

    損害賠償請求事件に係る訴えの提起に係る弁護士依頼の経費として歳入歳出予算

を主な内容とするものでございます。 

    予算書３ページを御覧願います。歳入につきましては、１９款の繰入金、１項基

金繰入金として４４０万円の増額、財政調整基金繰入金となっております。 

    ４ページの歳出につきましては、２款総務費、１項総務管理費として４４０万円、

これにつきましては１２節の委託料に弁護士委託料として４４０万円、いわゆる訴

訟に関する着手金としてお願いするものでございます。 

    説明のほうは以上になります。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  裁判費用の弁護士料として４４０万円、改めて４４０万円の根

拠の説明をお願いしたいのが第１点。 

    それから、これで財政調整基金なようでございますが、財政調整基金の残は幾ら

になって、これはコロナの交付金は該当ではない。 

〇委員長（細谷地多門君）  補正額の４４０万円の根拠、もう一回ということなのだけれ

ども、１回説明あったけれども、再度。よろしいですか。 

    総務課総括課長、福島貴浩君。  

〇総務課総括課長（福島貴浩君）  積算の根拠といたしましては、岩手県弁護士会が定め

る報酬規定あるいは報酬基準等も基に算定いたしました。弁護士事務所の試算によ

るものでございます。それが４４０万円というふうになります。 

    あと、繰入金につきましての現在の財政調整基金の残高につきましては、今資料

等を持ち合わせておりませんので、早急に調べまして回答させていただきます。時

間のほう少しいただきたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 何だった、コロナ、コロナ交付金と言っていたな。 

〇総務課総括課長（福島貴浩君）  本案件はコロナ交付金の対象になるかということです

けれども、対象にはならない。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  弁護士会の算定によるものだというようなことでございますが、

ちょっとその中身をもう少し詳しく説明できないか。私たちには参考資料などもな
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いから。１億９，５３３万４５８円の、先ほど説明したことの繰り返しでもいいで

すから、もう一度お願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 総務課総括課長、福島貴浩君。  

〇総務課総括課長（福島貴浩君）  岩手県弁護士会が設置している報酬規定によりますと、

３，０００万円を超え３億円以下の訴訟等につきましては着手金として３％プラス

何円というのがございますので、そちらのほうに該当させて試算させたものでござ

います。 

〇１０番（山本幸男君） いいです。 

〇委員長（細谷地多門君） いいですか。 

〇１０番（山本幸男君） はい。また後で詳しく、総務課に行って聞くから。 

〇委員長（細谷地多門君） そのほかありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎総括質疑 

〇委員長（細谷地多門君）  なければ、議案１号、２号、総括質疑ありませんよね。大体

出尽くした…… 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ないようですので、まとめに入りたいと思います。 

    休憩しますか、続けてやる。 

             〔「退席してもらって」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） まとめに入りますので、傍聴者の方、退席をお願いします。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君）  ちょっと待ってください。まとめの前に総務課総括課長、福

島貴浩君のほうから。 

〇総務課総括課長（福島貴浩君）  財政調整基金の残高ということでご質問ありましたけ

れども、現在１５億７，９０４万円ということで残額ございます。 

             〔当局、傍聴者退席〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎議案第１号及び議案第２号の討論、採決 

〇委員長（細谷地多門君） それでは、まとめに入りたいと思います。 

    討論ありますか。反対。 

〇３番（江刺家静子君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） 議案第１号。 

〇３番（江刺家静子君） はい。 

〇４番（中村正志君） 議案１号、２号、一括でいいのではないの。 
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〇１０番（山本幸男君） 議案１号、２号、一括で。 

〇委員長（細谷地多門君） 一括で。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

             〔「同じだ」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君）  それはそうだろうけれども、一応議案があるから、１つずつ

諮らないと。議案１号に反対ね。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） それから、議案２号は。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） 議案２号も反対。 

〇１０番（山本幸男君） 議案２号も反対。 

〇委員長（細谷地多門君） 江刺家委員は、議案２号も反対。 

〇３番（江刺家静子君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君）  では、議案１号、２号、反対の方がありますので、討論はや

りませんか。 

〇１０番（山本幸男君） やります。 

〇委員長（細谷地多門君） やります。やってください。本会議場で。 

〇１０番（山本幸男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） いや、ここでもやってもいいのだよ。本会議場でやると。 

    それでは、一部反対の方がありますので、採決は起立によって２回に分けて行い

たいと思います。 

    議案第１号に賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

〇委員長（細谷地多門君） 賛成多数で可決です。 

    議案第２号の原案について賛成の方起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

〇委員長（細谷地多門君） 起立多数で可決です。 

    あと、委員長報告に付記することがあるか確認だけれども、ないようね。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君）  では、委員長報告もコンパクトにまとめますので、何だりか

んだりしゃべりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

    くれぐれも質問しないように、委員長報告に。どきっとしますので。 

             〔「大丈夫です」と言う者あり〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎閉会の宣告 
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〇委員長（細谷地多門君） 以上で特別委員会を終わりたいと思います。 

（午後 ２時３３分） 


